
環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力 環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 地域協働課

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 3316

環境管理責任推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　

提出日

当初提出日 令和4年6月13日

上半期提出日 令和4年10月19日

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○
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環境活動報告シート　令和４年度

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

○ ○ ○ ○

変更点
年間総合実施状況（入力：3月）

選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択
遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月30日

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

神戸コミュニティーセンター

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）
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上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

白子コミュニティーセンター

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 1台 該当なし

6月30日 9月30日

1

12月27日 3月31日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

9月30日 12月27日 3月31日
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環境活動報告シート　令和４年度

○ ○ ○ ○

変更点

○ ○ ○ ○

変更点
年間総合実施状況（入力：3月）

選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択
遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 2台 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

合川コミュニティーセンター
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４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月10日 9月9日 12月20日 3月10日

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

業務用空調機器（エアコンディショ
ナー）

牧田コミュニティーセンター

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

6月30日 9月30日 12月28日 3月31日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

適用法令等 遵守事項
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Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

677

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

25.6%

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

53

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

2641

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

84.1%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 63

徹底されている

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

基本方針 施策

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に対する啓発の一環として，地域協働課発信のメールの署名欄に環境保護に関するメッセージを添付する。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

地域協働課発信のメールにおける環境保護メッセージ入り署名の使用は徹底できた。今後も継続していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

【環境基本計画 1】

基本目標

該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 住吉公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
100V壁掛形、パッケージエアコン天
井ｶｾｯﾄ形、パッケージエアコン天吊形

6台
（事務室東側，図書室北側，倉庫北
側，調理室北側，ホール西側2）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月11日 8月4日 11月2日 2月1日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 1台　調理室
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式，液晶） 2台　和室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 清和公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン

天井埋め込み形

6台
（ロビー南側2，倉庫東側4）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月13日 9月20日 12月21日 3月3日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台　湯沸室、家庭科室

11



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式，液晶） 2台　ロビー，事務室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 520㎡／16台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 白子公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン

天井埋め込み形

11台
（和室西側3，男子トイレ南側3，小
ホール西側，2階ホール北側ベランダ

4）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月17日 8月16日 11月15日 2月21日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台　事務室、調理室

14



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式，液晶） 2台　事務室、和室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 旭が丘公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン天井カセット

パッケージエアコン壁掛形

7台（調理実習室北側2，会議室北側
5）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月19日 8月25日 11月17日 2月24日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台　湯沸室，調理室
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） 1台（和室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 520㎡／16台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 愛宕公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン天井カセット、

パッケージエアコン壁掛型、パッケー
ジエアコン天井埋込形、パッケージエ

アコン床置型

７台（事務室南側，和室南側，廊下南
側2，ホール北側，廊下北側2）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月23日 9月6日 12月6日 3月9日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台　事務室、調理室
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） １台　ホール

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 鼓ヶ浦公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン壁掛形単相

200V、パッケージエアコン天井埋め
込み形、パッケージエアコン壁掛形、
パッケージエアコン床置形、マルチエ

アコン

7台（事務室東側，ホール東側2，調理
室西側，会議室西側，和室西側2）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月6日 9月5日 12月5日 3月6日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 1台　調理室
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） 2台　和室，事務室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 760㎡／30台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 一ノ宮公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン天井埋め込み形

８台（和室東側3，多目的ホール北側
5）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月31日 8月31日 11月30日 2月28日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １台　調理室
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） １台　和室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 1,700㎡／60台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 長太公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン天井埋め込み形

８台（事務室西側，会議室西側，ホー
ル西側3，和室東側.3）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

4月4日 7月4日 11月2日 1月4日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １台　調理実習室
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） １台　和室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 1,290㎡／70台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 神戸公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン壁掛形、パッケー
ジエアコン床置形、パッケージエアコ

ン天吊形

６台
（事務室東側，事務室南側，和室

（東）南側2，和室（西）南側，会議室
北側）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月23日 9月21日 12月22日 3月24日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １台　調理実習室
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） １台　ロビー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第１６条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ―
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 郡山公民館

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
パッケージエアコン天井埋め込み形

7台（会議室西側4，ホール南側3）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月8日 9月14日 12月14日 3月8日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 ２台　調理室、給湯室
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変更点

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） １台　ホール

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 1,020㎡／41台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

排水設備（ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ） 太陽の街ｺﾐﾌﾟﾗ
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 施設名称 ふれあいセンター

環境活動報告シート（令和4年度）

：当初提出時に入力する箇所

：上半期提出時に入力する箇所

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（第一種特定製品・業務用）
ビル用マルチ、パッケージエアコン天

井カセット形

１２台
（学習会館西側4，北側2，ホール北側

6）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

4月28日 7月28日 10月31日 1月31日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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変更点

2

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機（家庭用）
エアコン（学習会館）

1台　和室12帖
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 ２台　事務室、調理室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） 1台　ホール

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 ９７５㎡／３３台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第5条（規制基準の遵守義
務）

指定地域内に特定工場等を設置してい
る者は、当該特定工場等に係る規制基
準を遵守しなければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格
出力が７．５kw以上のもの）

空冷ヒートポンプマルチエアコン・圧
縮機（学習会館）

・マルチエアコン／9台
・圧縮機／3台／7.5kw

39



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

変更点

8

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第8条，第10条

第８条　第六条第一項の規定による届
出をした者は、その届出に係る第六条
第一項第三号又は第四号に掲げる事項
（○特定施設の種類ごとの数○騒音の
防止の方法）の変更をしようとすると
きは、当該事項の変更に係る工事の開
始の日の三十日前までに、環境省令で
定めるところにより、その旨を市町村
長に届け出なければならない。ただ
し、同項第三号に掲げる事項（○特定
施設の種類ごとの数）の変更が環境省
令で定める範囲内である場合又は同項
第四号（○騒音の防止の方法）に掲げ
る事項の変更が当該特定工場等におい
て発生する騒音の大きさの増加を伴わ
ない場合は、この限りでない

第１０条　第六条第一項の規定による
届出をした者は、その届出に係る第六
条第一項第一号若しくは第二号に掲げ
る事項（○氏名又は名称及び住所並び
に法人にあつては、その代表者の氏名
○工場又は事業場の名称及び所在地）
に変更があつたとき、又はその届出に
係る特定工場等に設置する特定施設の
すべての使用を廃止したときは、その
日から三十日以内に、その旨を市町村
長に届け出なければならない

空冷ヒートポンプマルチエアコン・圧
縮機（学習会館）

・マルチエアコン／9台
・圧縮機／3台／7.5kw

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第5条（規制基準の遵守義
務）

指定地域内に特定工場等を設置してい
る者は、当該特定工場等に係る規制基
準を遵守しなければならない
【特定施設】（騒音）
空気圧縮機及び送風機（原動機の定格
出力が７．５kw以上のもの）

空冷ヒートポンプエアコンダクト型・
圧縮機（ふれあいホール）

・ヒートポンプ3台／R22
・圧縮機3台／7.5kw

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

騒音規制法　第8条，第10条

第８条　第六条第一項の規定による届
出をした者は、その届出に係る第六条
第一項第三号又は第四号に掲げる事項
（○特定施設の種類ごとの数○騒音の
防止の方法）の変更をしようとすると
きは、当該事項の変更に係る工事の開
始の日の三十日前までに、環境省令で
定めるところにより、その旨を市町村
長に届け出なければならない。ただ
し、同項第三号に掲げる事項（○特定
施設の種類ごとの数）の変更が環境省
令で定める範囲内である場合又は同項
第四号（○騒音の防止の方法）に掲げ
る事項の変更が当該特定工場等におい
て発生する騒音の大きさの増加を伴わ
ない場合は、この限りでない

第１０条　第六条第一項の規定による
届出をした者は、その届出に係る第六
条第一項第一号若しくは第二号に掲げ
る事項（○氏名又は名称及び住所並び
に法人にあつては、その代表者の氏名
○工場又は事業場の名称及び所在地）
に変更があつたとき、又はその届出に
係る特定工場等に設置する特定施設の
すべての使用を廃止したときは、その
日から三十日以内に、その旨を市町村
長に届け出なければならない

空冷ヒートポンプエアコンダクト型・
圧縮機（ふれあいホール）

・ヒートポンプ3台／R22
・圧縮機3台／7.5kw

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばっ気／110

人槽
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変更点

12

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばっ気／110

人槽
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変更点

変更点

変更点

13

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

14

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばっ気／110

人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

15

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばっ気／110

人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばっ気／110

人槽
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 国府地区市民センター

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-378-0522

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点
年間総合実施状況（入力：3月）

選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択
遵守

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

令和4年6月3日 令和4年9月8日 令和4年12月6日 令和5年3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 7台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

提出日

当初提出日 令和4年6月15日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　

43



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点
年間総合実施状況（入力：3月）

選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択
遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台　事務室，公民館調理室

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式／液晶）
ブラウン管：1台（公民館ロビー）

液晶：2台（公民館ホール，事務室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） センター１台，公民館6台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

2

適用法令等 遵守事項 規模，能力等
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変更点

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台　H21アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

12

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

9

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 35台（1,000㎡）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6
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Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

3

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

10.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

30

もう少し努力できる

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日  

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

館利用者へごみの分別と持ち帰り，照明の消し忘れなど環境に配慮した取り組みを貼り紙を利用し周知した。また，職員間においても節電への意識づけを改めて促
した。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

①環境に配慮した取り組みとして，施設利用者やイベント開催時でのごみの分別と持ち帰りについて周知徹底を行う。
②緑のカーテンを利用し，夏場の室温上昇を抑え節電に取り組んでいく。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 庄野地区市民センター・庄野公民館

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 378-0016

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 8台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月9日 8月1日 11月7日 2月1日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

提出日

当初提出日 令和4年6月17日

上半期提出日 令和4年10月13日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月18日

49



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 1台（調理室横屋外）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） １台（ロビー）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台（事務室，料理室）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 ４８台（1,200㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 H23アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6
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変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日  

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

12

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

11

該当なし
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【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

2

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

10.5%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

19

もう少し努力できる
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

館利用者に使用後の冷暖房・電灯の切り忘れの無いように注意書きなどで周知するとともに節電に努める。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

館利用者に使用後の冷暖房・電灯の切り忘れの無いように注意書きの貼り紙をした。新型コロナウィルス感染も下火になり，公民館利用者も増加してきたことか
ら，次年度も貼り紙等掲示する事により，利用者には適正な利用を促し節電を求めたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-378-0027

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 加佐登地区市民センター

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月26日 8月25日 12月22日 3月23日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） ７台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

提出日

当初提出日 令和4年6月9日

上半期提出日 令和4年10月17日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月19日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

変更点

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台／H24アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） １台　（公民館和室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 公民館調理室

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

実施予定日  

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
小型合併／嫌気分離接触ろ床　１４人

槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
小型合併／嫌気分離接触ろ床　１４人

槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
小型合併／嫌気分離接触ろ床　１４人

槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
小型合併／嫌気分離接触ろ床　１４人

槽

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
小型合併／嫌気分離接触ろ床　１４人

槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

6

該当なし
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Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

2

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

9.5%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

21

もう少し努力できる

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境への関心を高めるため，環境に関するポスターを掲示する。また，節電のためにエアコンや電灯のスイッチに設定温度や消し忘れ防止の啓発用ラベルを貼付す
る。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

地区市民センターや公民館へ環境に関するポスターを掲示した。また，エアコンや電灯のスイッチに啓発用のラベルを貼付しているが，掲示物やラベル等が古く
なってきているので，内容の見直しをして新しいものに取り替えたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月30日 9月30日 12月28日 3月31日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 15台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-378-0515

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日

当初提出日 令和4年6月2日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 牧田地区市民センター
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台（１階調理室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） １台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶式） 1台（和室）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日  

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

館利用者（サークル・貸館等）に対して，冷暖房・電灯スイッチON・OFFの徹底を周知し，節電に努める。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

実施したこと（会議での伝達とポスター掲示）が有効だったので，次年度も引き続き周知に努めたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

22

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

31.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

71

徹底されている

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 374-0015

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 石薬師地区市民センター・公民館

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月6日 9月5日 12月5日 3月6日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 7台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月14日

上半期提出日 令和4年10月18日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月18日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

変更点

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 H２１アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶式） 1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １階公民館事務室1台，２階調理室1台

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
小型合併処理／分離嫌気ろ床担体流動

方式

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
小型合併処理／分離嫌気ろ床担体流動

方式

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

11

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
小型合併処理／分離嫌気ろ床担体流動

方式

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
小型合併処理／分離嫌気ろ床担体流動

方式

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
小型合併処理／分離嫌気ろ床担体流動

方式

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 ４４台（約1,000㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

6
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Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日  

実施人数 実　施　日

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

公民館利用者に対して，冷暖房の温度設定や退出時の消灯とエアコンの電源ＯＦＦの内容のポップをエアコンのスイッチの近くに貼り，省エネ推奨を図る。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

本年度の目標については，徹底して出来た。今後も取組みを外部に向けて発信し，利用者への注意喚起を促すため，継続していきたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

3

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

17.6%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

17

もう少し努力できる
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） ３８６－０００１

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 白子地区市民センター

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月10日 9月20日 12月20日 3月30日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） ２台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月16日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

変更点

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H15アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） 1台（事務室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １台（事務室）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 ５７台（2,234㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

6
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Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

4

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

17.4%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

23

もう少し努力できる

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日  

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無 該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境に関するポスターの掲示やパンフレットを配備し，来所者への啓発を行う。
エアコンの適正温度の順守及び可能な限りエアコン使用を控える，不要な照明の消灯など徹底して行う。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

環境に関するポスターの掲示やパンフレットを配備し，来所者への啓発を行った。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-386-0059

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 稲生地区市民センター・公民館

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力 3.75Kg

HFC(R410A)
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月15日 9月21日 12月21日 3月15日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 9台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月8日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台（調理実習室／整理室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 2台（情報図書コーナー／整理室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） ２台（整理室／和室）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ担体流動ろ過循環方

式／50人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ担体流動ろ過循環方

式／50人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 30台（525㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ担体流動ろ過循環方

式／50人槽

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台　H26アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6
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変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ担体流動ろ過循環方

式／50人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日 　

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／嫌気ろ担体流動ろ過循環方

式／50人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

12

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

11

該当なし
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・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

33

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

62.3%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

53

徹底されている
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

公民館利用者（サークル・貸館）に対して，冷暖房・電灯スイッチの切り忘れがないよう貼り紙等を利用して周知する。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

公民館利用者（サークル・貸館）に対して，冷暖房・電灯スイッチの切り忘れがないよう貼り紙等を利用して周知した。また，代表者会議等で再度周知する。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

令和４年４月５日(火) 令和４年６月３日(金) 令和４年10月３1日(月) 令和5年3月３日(金)

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） ６台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-0142

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日

当初提出日 令和4年6月17日

上半期提出日 令和4年10月13日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 飯野地区市民センター・公民館
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変更点

変更点
年間総合実施状況（入力：3月）

選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択
遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） １台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） １階和室

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H25アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １階事務室，１階調理室，１階調理室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

該当なし
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Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

13
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

43.3%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 30

もう少し努力できる

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

6

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

22.2%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

27

徹底されている

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

①目標の達成及び，実現のための施策を着実に前進させてお
り，点検結果においても継続的な改善に努めている

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択） ①事業の継続

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に関する意識・関心を高めるため、環境に関するポスター等を窓口・公民館等利用者の目につく場所に掲示する。
また、感染症予防対策として換気に留意しながら、冷暖房の設定温度をポップ等を活用して利用者に周知し理解を得る。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】
環境問題に関する意識・関心を高めるため、環境に関するポスターなどを窓口・公民館利用者の目につく場所に掲示し，おおむねご理解ご協力いただけた。

感染症予防対策としてこまめに換気を行っていたが、衣服などで調節しながら冷暖房を適切に使用し，電気使用量を少しでも抑えようと職員・利用者ともに努め
た。

来年度はさらに事業やサークル活動，貸館(休日・夜間利用)が活発になることから，既存の利用者様には引き続き，新規利用者様にはよりわかりやすく
(日本語が苦手な利用者様も見えるので図説などを用い)，節電・節水を快くご理解ご協力いただけるように周知するよう努め，年間削減量を105％以内に抑える。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし

86



環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

0
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2022/5/16 2022/8/16 2022/11/15 2023/2/15

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）

①センター2台（和室南：1.9ｋｗ／和
室西：1.７ｋｗ）

②公民館6台（和室南×５：2.75ｋｗ
×１（ファン２台）：1.3×２：1.9×
１：1.4×１／事務室北×１：不明）

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-0076

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日

当初提出日 令和4年4月13日

上半期提出日 令和4年11月2日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月26日

：上半期提出時に入力する箇所 　

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 河曲地区市民センター
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 公民館１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） 地区市民センター１台，公民館１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 地区市民センター１台，公民館１台

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
地区セン：単独処理／沈殿分離接触ば
つ気方式／１０人槽，公民館：合併処
理/嫌気ろ床接触ばっ気方式／１４人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
地区セン：単独処理／沈殿分離接触ば
つ気方式／１０人槽，公民館：合併処
理/嫌気ろ床接触ばっ気方式／１４人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
地区セン：単独処理／沈殿分離接触ば
つ気方式／１０人槽，公民館：合併処
理/嫌気ろ床接触ばっ気方式／１４人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
地区セン：単独処理／沈殿分離接触ば
つ気方式／１０人槽，公民館：合併処
理/嫌気ろ床接触ばっ気方式／１４人槽

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台　H22アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6
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環境活動報告シート　令和４年度

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

14

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

26.4%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

53

徹底されている

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
地区セン：単独処理／沈殿分離接触ば
つ気方式／１０人槽，公民館：合併処
理/嫌気ろ床接触ばっ気方式／１４人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

11

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯し，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等は必要最小限点灯に務める。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

本所属で取り組む環境目標について遵守できた。来年度も引き続き取り組んでいきたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 一ノ宮地区市民センター

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-0258

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日

当初提出日 令和4年6月13日

上半期提出日 令和4年10月18日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月17日

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月24日 9月30日 12月23日 3月30日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
93



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 2台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ
液晶１台（和室）

ブラウン管１台（和室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 炊事室１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H２５アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

7

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

38.9%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

18

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

業務に支障のない範囲で事務所内の北側の電気を消灯し，夏場はできるだけ玄関や窓を開けて換気を行うことで，エアコンの使用を控え，消費電力の削減に努め
る。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

感染防止対策も兼ねて常に換気をしていますが，市民の待合場所の環境配慮のため夏場の暑い日及び寒い日は，エアコンを使用していたため電気代が微増した。来
年度は消費電力の削減に努める。
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 地域協働課　箕田地区市民センター

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-381-0400

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日

当初提出日 令和4年6月8日

上半期提出日 令和4年10月12日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月28日

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 8台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月30日 9月30日 12月23日 3月24日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 2台

実施しなかっ
た

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 なし
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変更点

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式）
テレビ（液晶式）

1台（会議室第１）
１台（和室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 なし

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台（給湯室／調理室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 なし

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 H２６アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 なし
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 26台（770㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 なし

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

３０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし なし

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

３０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 なし

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

３０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし なし

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

３０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし なし

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
合併処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

３０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 なし
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Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

もう少し努力できる

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

もう少し努力できる

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

6

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

24.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

25

徹底されている

該当なし
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【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

夏期において，事務所の窓にグリーンカーテンを設置したり，事務室の換気を恒常的に行うことで，空調設備などの節電をPRする。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

グリーンカーテンについては毎年実施しているが，特に令和４年度は大きく綺麗に成長させることができたため，利用者への啓発効果も高かったと思われる。ま
た，事務室の換気に関しても，利用者に一目で分かりやすいように日常的に窓を開けて行った。しかしながら，それらの前提となる空調設備の節電に関しては，事
務室内において徹底することができず，また，公民館の利用者に対しても周知が十分ではなかった。令和５年度においては，クールビスやウォームビズと組み合わ
せることによって節電を意識的に行い，更なる環境意識を啓発していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 玉垣地区市民センター

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 382-0130

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

提出日

当初提出日 令和4年6月14日

上半期提出日 令和4年10月18日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） １１台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月26日 8月26日 11月15日 2月21日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ ２台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １階調理室，１階湯沸室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H28アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 約926㎡・23台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

11

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

42.3%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

26

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

最低限必要な個所のみ電気を点灯する。また，施設利用者には冷暖房や照明の切り忘れがないよう周知し，環境問題に対する住民の関心を高める。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

公民館や事務所において，点灯する箇所は必要最低限とした。また，施設利用者には冷暖房や照明の切り忘れがないよう周知し，環境問題に対する住民の関心を高
めることができた。来年度も継続していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 若松地区市民センター・公民館

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 385-0200

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

提出日

当初提出日 令和4年6月8日

上半期提出日 令和4年10月18日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月19日

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） １０台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月30日 9月30日 12月28日 3月31日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ ２台（和室2・整理室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 調理室／整理室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 １台（H２７　アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 61台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

3

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

20.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

15

もう少し努力できる

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に対する市民の関心を高めるため，施設内に環境推進に関するポスターを掲示し，イベント実施時にはゴミの分別の徹底を行う。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

年２回の若松海岸通り美化ボランティアを開催し，ゴミ分別等の環境保全の啓発を行った。次年度は，開催場所を追加し，啓発活動を推進する予定。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 栄地区市民センター

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 386-0104

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

提出日

当初提出日 令和4年6月8日

上半期提出日 令和4年10月13日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月17日

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）

  ９台（Ｒ４１０Ａ→９台）

  多目的ホール（4.0kw）
  会議室１（4.0kw）
  調理室（2.5kw）
  事務室（1.6kw）

  自販機ホール（1.3kw）
  図書コーナー（1.3kw）
  会議室２（0.95kw）
  会議室３（0.95kw）

  和室（0.95kw）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

4月6日 8月4日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） １台 整理室（Ｒ32、 0.8kw）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶式） １台（和室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 ３台（湯沸室・整理室・調理室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 １台（湯沸室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 H21（アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
合併処理／分離嫌気ろ床担体流動方式

／
２１人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／分離嫌気ろ床担体流動方式

／
２１人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
合併処理／分離嫌気ろ床担体流動方式

／
２１人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

11

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
合併処理／分離嫌気ろ床担体流動方式

／
２１人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

12

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
合併処理／分離嫌気ろ床担体流動方式

／
２１人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

3

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

13.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

23

もう少し努力できる

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

太陽光発電設備により自然エネルギーを効果的に利用する。トイレ照明は，人感センサー設定により消し忘れを防止。また，施設利用者には，冷暖房，照明スイッ
チの切り忘れがないよう，貼紙や公民館使用報告書等を利用して周知徹底を行う。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

【令和4年度実施状況】・太陽光発電を利用している施設であることを掲示　・各使用場所にエアコンの設定温度を冷房28℃，暖房20℃にしていただくよう節電
協力依頼を掲示　・公民館使用報告書の点検項目に電気や冷暖房の切り忘れがないかを記載
次年度も引き続き利用者への啓発を行うとともに，職員も各自意識を持って取り組むよう努める。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 天名地区市民センター

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 372-0001

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

提出日

当初提出日 令和4年6月10日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月17日

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 6台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

4月15日 7月15日 10月14日 1月13日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） 公民館和室1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 公民館事務室２台・調理室１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（R元 ホンダNバン）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開
始，休止若しくは撤去又は再開始をし
ようとするときは，あらかじめ，その
旨を市長に届け出なければならない

農業集落排水設備 ―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

6

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

10.9%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

55

もう少し努力できる

該当なし

122



環境活動報告シート　令和４年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

冷暖房の設定温度をポップ等を貼り周知し，節電に努めるとともに，利用者の環境問題に対する関心を高める。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

公民館利用者に対して冷暖房及び電灯の節電について周知徹底を図るほか，職員による館内の二重チェックを引き続き実施し，節電に努める。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 合川地区市民センター

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-372-0002

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 7台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月27日 8月26日 11月25日 3月24日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：上半期提出時に入力する箇所 　

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

提出日

当初提出日 令和4年6月13日

上半期提出日 令和4年10月19日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 センター1台・公民館1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） センター2台，公民館2台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） センター1台・公民館1台

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H２８アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境に関するポスター等を市民センター・公民館に掲示する。また，公民館において環境に関する行事を実施する。
ツル性植物を植え付けて緑のカーテンを作り，地区市民センターの温度上昇抑制を図る。
また，昨夏に合川地区の水田で収穫した稲わらと籾殻を使って根元を覆うことにより，土の乾燥を防ぐとともに循環型社会をめざす。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

・環境に関するポスター等を市民センター・公民館に掲示した。
・ツル性植物のゴーヤとアサガオを植え付けて緑のカーテンを作り，地区市民センターの温度上昇抑制を図るとともに，地域で昨夏に収穫した稲わらと籾殻で根元
を覆って土の乾燥を防いだ。
・次年度以降も，SDGｓを意識しながら循環型社会をめざす。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

22

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

19.8%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

111

もう少し努力できる

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 378-0541

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 井田川地区市民センター・公民館

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

令和4年4月28日 令和4年7月1日 令和4年10月6日 令和5年1月24日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 5台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月2日

上半期提出日 令和4年10月13日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月11日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 湯沸室１台／ホール内調理室１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 1 台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） 和室1台

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開
始，休止若しくは撤去又は再開始をし
ようとするときは，あらかじめ，その
旨を市長に届け出なければならない

農業集落排水設備 ―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車
1台（H30  アクティ
鈴鹿480う6290）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

・市民センター（公民館）が主体的に4R活動や節電などを推進し，啓発することで，利用者をはじめ地域住民の環境問題への関心や意識を高めることにつなげ
る。　　　　　　　　・一年を通して，行政から提供された環境問題に関するポスター等を市民センター・公民館内に掲示し利用者をはじめ地域住民に周知する。
・メールの署名欄に「鈴鹿エコモーション6」を掲載する。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

職場内における４Ｒ活動や節電については，かなり徹底できていると思うが，センター・公民館利用者，地域住民に対して環境問題への関心や意識を高めるまでに
は至っていない。来年度も引き続き，地域に対してどのように啓発していくかを考え，取り組んでいきたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

3

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

14.3%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

21

もう少し努力できる

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-374-0001

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 地域協働課久間田地区市民センター

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

4月1日 7月1日 10月3日 1月5日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 4台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月14日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月17日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １階事務室，公民館２階ホール

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

家庭用エアコン 3台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶）
（公民館和室／液晶１台）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開
始，休止若しくは撤去又は再開始をし
ようとするときは，あらかじめ，その
旨を市長に届け出なければならない

農業集落排水設備 ―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 H23アクティ 1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境方針を遵守し，昨年に引き続き緑のカーテン，エアコンの設定温度の適正化，随時の節電の実施等，所属で実施できる各種環境保全活動を実施し，以って地域
住民の環境問題への意識向上に努める

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

上半期に続き環境方針を遵守した。現在，電気代をはじめとしたライフラインにかかる負担が全国的に大きくなっていることから，当所属では暖房の適正な利用
や，公用車，照明などの無駄のない利用を行った。しかしながら，コロナウイルス感染症による規制が緩和され，事業量や施設利用の増加に応じなければならな

かったため，徹底できなかったことも多い。今後も適正利用を継続，改善するとともにコロナウイルス感染症の区分見直しや規制撤廃により公民館の利用が今後さ
らに増えることが予想されるため，施設利用者にも環境意識を持って利用してもらうよう努める。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

7

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

29.2%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

24

徹底されている

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 371-1001

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 椿地区市民センター・公民館

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月1日 9月7日 12月7日 3月1日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 5台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月17日

上半期提出日 令和4年10月17日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月17日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 実習室１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） ２台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶） 会議室1台・和室１台

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

140



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H２７アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 実習室１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

該当なし
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徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境方針を遵守し，緑のカーテンの設置及び環境に関するポスター等を窓口へ掲示することなどの環境保全の取り組みを実施することにより，環境問題に対する市
民の意識・関心を高め，省エネ等の啓発活動を実施する.

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

環境方針を遵守し，緑のカーテンの設置及び環境に関するポスター等を窓口へ掲示することなどの環境保全の取り組みを実施することにより，環境問題に対する市
民の意識・関心を高め，省エネ等の啓発活動を実施することができた。今後も継続して啓発活動を推進していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

3

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

11.5%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

26

もう少し努力できる

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 374-1144

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 深伊沢地区市民センター

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月15日 9月9日 12月26日 3月8日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） ７台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月10日

上半期提出日 令和4年10月17日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫
公民館調理室2台

(公民館１台・センター１台）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） １台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） 1台（１階公民館和室）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開
始，休止若しくは撤去又は再開始をし
ようとするときは，あらかじめ，その
旨を市長に届け出なければならない

農業集落排水設備 ―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H29アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境に関する啓発ポスターを掲示し，施設利用者にエアコンの切り忘れや不要時の消灯などの省エネ対策の取組みを周知する。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

環境に関する啓発ポスター及び環境方針を掲示し，施設利用者に対する環境啓発を行うことができた。
また，施設利用者に「公民館使用報告書」を提出してもらうことで，退館時のエアコン，電気の消灯を徹底できた。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

6

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

23.1%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

26

徹底されている

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-371-0001

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 鈴峰地区市民センター

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月7日 9月6日 12月7日 3月8日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）
６台（センター事務室１台/和室２台/

ホール２台/図書室１台）

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月9日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月17日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし 令和３年6月に2台とも廃棄。

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １階事務室，公民館調理室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） １台（旧公民館事務室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） 会議室1台／旧公民館事務室1台

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開
始，休止若しくは撤去又は再開始をし
ようとするときは，あらかじめ，その
旨を市長に届け出なければならない

農業集落排水設備 ―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H24アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

該当なし

152



環境活動報告シート　令和４年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に関する意識や関心を高めるため，ポスター等を市民センター，公民館の窓口等に掲示する

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

実施は徹底されている。
今後も環境問題を意識して，啓発等に取り組んでいきたい。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

4
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

80.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 5

徹底されている

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

5

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

26.3%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

19

徹底されている

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 371-0004

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 地域協働課　庄内地区市民センター（公民館）

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月30日 9月30日 12月28日 3月24日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 5台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月17日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月18日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 調理室１台：ノンフロン

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） ２台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式・液晶式）
（事務室 ブラウン管式）
（公民館和室 液晶式）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、
新たに浄化槽管理者になった者は、変
更の日から30日以内に、環境省令で定
める事項を記載した報告書を都道府県
知事に提出しなければならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境
省令で定める場合にあつては、環境省
令で定める回数）、浄化槽の保守点検
及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令
で定めるところにより、毎年一回（環
境省令で定める浄化槽については、環
境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなけれ
ばならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 ２０台（770㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しく
は規模の変更（国土交通省令・環境省
令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境
省令で定めるところにより、その旨を
都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して特定行政庁に届け出なければ
ならない（ただし書き省略）。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 H２１アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6
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変更点

変更点

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作
成（業者への委託可）・保管（3年間）
しなければならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を
廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、
その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

浄化槽
単独処理／沈殿分離接触ばつ気方式／

５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

12

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

11
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Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

3

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

13.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

23

もう少し努力できる

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無
該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

利用者への環境問題に対する意識向上のため，環境関連のポスターを掲示し環境問題への意識を高める。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

本年度は各部屋の電気のスイッチの傍に「退室する際はエアコンの電源OFFの確認をお願いします」の掲示をし，来庁者に向けて節電を促した。
今後も自課の取組みを外部に向けて発信するため，継続していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 3361

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日

当初提出日 令和4年6月17日

上半期提出日 令和4年10月24日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月12日

：上半期提出時に入力する箇所 　

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 人権政策課

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

イベント時の配布物に「【鈴鹿エコモーション6】鈴鹿市職員は地球環境を意識し6つの項目に取り組んでいます。」を入れ，市民等に対して環境活動のPRをす
る。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

イベント時の配布物に上記文言を入れ，市民等に対して環境活動のPRをできた。次年度も同様に実施する方向。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

8
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

88.9%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 9

徹底されている

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

292

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

37.8%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

773

徹底されている

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

該当なし 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 383-1220

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 一ノ宮市民館

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月19日 8月29日 11月25日 2月17日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） １０台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月15日

上半期提出日 令和4年10月19日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月17日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １階調理室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） １台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶テレビ・ブラウン管式）
液晶1台，ブラウン管式2台（１階和
室，すこやかホール，リラックスルー

ム）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

水質汚濁防止法　第14条の2　（事故
時の措置）

特定施設・貯油施設等の破損その他の
事故が発生し、有害物質又は油を含む
水が当該特定事業場・当該貯油事業場
等から公共用水域に排出され、又は地
下に浸透したことにより人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれが
あるときは、直ちに、引き続く有害物
質又は油を含む水の排出又は浸透の防
止のための応急の措置を講ずるととも
に、速やかにその事故の状況及び講じ
た措置の概要を都道府県知事に届け出
なければならない。

屋外タンク貯蔵所／油水分離施設 灯油／950Ｌ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 21台（600㎡）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 アクティ１台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 １台（屋外）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6
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変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日 9月8日

実施人数 実　施　日 9月8日

4 名
訓 練 内 容 燃料タンク（灯油）漏洩時の対応に関する訓練

実施時の写真撮影有無 ○

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第46条

指定数量の５分の１以上指定数量未満
の危険物を貯蔵し，又は取り扱おうと
する者は，あらかじめ，その旨を消防
長に届け出なければならない／前項の
規定は，同項の貯蔵及び取扱いを変更
又は廃止する場合について準用する。
【指定数量の５分の１以上指定数量未
満の危険物貯蔵所】危険物の指定数量
○第２石油類（灯油，軽油等）非水溶
性液体　1,000L○第３石油類（重油
等）非水溶性液体　2,000L

屋外タンク貯蔵所／油水分離施設 灯油／950Ｌ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

12

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第44条

火を使用する設備又はその使用に際
し，火災の発生のおそれのある設備の
うち，次に掲げるもの（省略（補足事
項参考））を設置しようとする者は，
あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない。【届出が必要な火
災の恐れのある設備】（抄）○据付面
積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関
による発電設備(固定して用いるもの）
○高圧又は特別高圧の変電設備（全出
力５０kw以下のものを除く）○蓄電池
設備

温水ボイラー（灯油） 2台（伝熱面積4.51㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

11

167



環境活動報告シート　令和４年度

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

44

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

45.4%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

97

徹底されている

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 ①実施済 ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境に関するポスター（標語）等を市民館の掲示板等に掲示することにより，環境問題に対する住民の関心を高める。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

市民館の玄関を入ったところの掲示板に，以下のような温暖化対策の呼び掛けを利用者に対して年間を通じ行った。
・自動車を駐車する場合は，エンジンをアイドリング状態で放置しないでください。・部屋を使用しない時は，蛍光灯の電気，エアコンを切ってください。

・エアコンを使用する場合は，温度設定を勝手に変えないでください。・節水にご協力ください。等の掲示物を目立つ用な掲示方法に改善する。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

0
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

物品購入が無い

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 0

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 382-6328

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 一ノ宮団地隣保館・児童センター

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月26日 8月25日 11月24日 2月16日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達することが必要

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要

空調機器（業務用・第一種特定製品） 5台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 6月17日

上半期提出日 令和4年10月19日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

変更点

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台（H2９アクティ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用）

【隣保館　３台（場所）和室１台・保
健室1台・相談室1台】【児童センター
3台（場所）おやつ室1台・図書室1
台・遊戯室横倉庫1台】

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（液晶・ブラウン管式）
液晶テレビ1台（和室）

ブラウン管式テレビ1台（１階事務室）

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場 ２６台（894㎡）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

6

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

グリーンカーテンを施設に設置し，節電に努める。
5月：グリーンカーテン用植物の設置

6～9月：グリーンカーテンの実施１１１１1
10月：グリーンカーテン用植物の撤去1

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

生育がうまくいかず，グリーンカーテンの生成ができなかった。来年度は徹底していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

7
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

70.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 10

徹底されている

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

78

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

40.6%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

192

徹底されている

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-5883

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 人権政策課玉垣会館

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

6月18日 8月20日 12月5日 2月18日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） ９台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月17日

上半期提出日 令和4年10月19日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月19日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 １台（玉垣会館）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ(液晶） 1台（玉垣会館福祉棟）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 児童センター１台，会館1台福祉棟1台

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第46条

指定数量の５分の１以上指定数量未満
の危険物を貯蔵し，又は取り扱おうと
する者は，あらかじめ，その旨を消防
長に届け出なければならない／前項の
規定は，同項の貯蔵及び取扱いを変更
又は廃止する場合について準用する。
【指定数量の５分の１以上指定数量未
満の危険物貯蔵所】危険物の指定数量
○第２石油類（灯油，軽油等）非水溶
性液体　1,000L○第３石油類（重油
等）非水溶性液体　2,000L

屋外タンク貯蔵所 （玉垣会館）灯油／950Ｌ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

水質汚濁防止法　第14条の2　（事故
時の措置）

特定施設・貯油施設等の破損その他の
事故が発生し、有害物質又は油を含む
水が当該特定事業場・当該貯油事業場
等から公共用水域に排出され、又は地
下に浸透したことにより人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれが
あるときは、直ちに、引き続く有害物
質又は油を含む水の排出又は浸透の防
止のための応急の措置を講ずるととも
に、速やかにその事故の状況及び講じ
た措置の概要を都道府県知事に届け出
なければならない。

屋外タンク貯蔵所／油水分離施設 （玉垣会館）灯油／950Ｌ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市火災予防条例　第44条

火を使用する設備又はその使用に際
し，火災の発生のおそれのある設備の
うち，次に掲げるもの（省略（補足事
項参考））を設置しようとする者は，
あらかじめ，その旨を消防長に届け出
なければならない。【届出が必要な火
災の恐れのある設備】（抄）○据付面
積２㎡以上の炉○ボイラー又は入力７
０kw以上の給湯湯沸し設備○内燃機関
による発電設備(固定して用いるもの）
○高圧又は特別高圧の変電設備（全出
力５０kw以下のものを除く）○蓄電池
設備

温水ボイラー（灯油） 1台（玉垣会館）（伝熱面積5.0㎡）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法
律（自動車リサイクル法）　第5条・8
条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自
動車が使用済自動車となることを抑制
するよう努めるとともに、自動車の購
入に当たってその再資源化等の実施に
配慮して製造された自動車を選択する
こと、自動車の修理に当たって使用済
自動車の再資源化により得られた物又
はこれを使用した物を使用すること等
により、使用済自動車の再資源化等を
促進するよう努めなければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取
業者に当該使用済自動車を引き渡さな
ければならない。

公用車 1台 アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

177



環境活動報告シート　令和４年度

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

実施予定日 9月30日

実施人数 実　施　日 9月30日

5 名
訓 練 内 容

屋外灯油タンクや湯水分離層の仕組みを学び，油漏れの対応〔吸着
マットの使用法等〕を訓練した。

実施時の写真撮影有無 ×

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

10

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。
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・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

2
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

100.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 2

徹底されている

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

46

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

31.7%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

145

徹底されている

【環境目標 6】
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 ①実施済 ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

玉垣会館・児童センターニュース（年6回奇数月発行）に環境に関する啓発記事を随時，掲載し，館内にはポスターを掲示する。また文化祭では，「本のリサイク
ルコーナー」を設置する。事務所での照明やエアコン等の適正利用に務めると共に，会館利用者に対しても随時口頭で注意喚起を行う。感染症拡大防止の観点から
「新しい生活様式」に基づき，適切な空調管理を行う。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

「新しい生活様式」を継続しながら，適切な空調管理を実施することができた。次年度においても引き継続き，適切な空調管理を行いつつ，環境負荷の低減に努め
ていかなければならない。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 059-381-3113

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 男女共同参画課

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 6台 実施した

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

5月19日 7月13日 12月23日 3月22日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空冷ヒートポンプエアコン　ほか 6台

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。）

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月17日

上半期提出日 令和4年10月13日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月7日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

変更点

変更点

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，
休止し，若しくは廃止し，又は現に休
止しているその使用を再開しようとす
るときは，当該使用者は，あらかじ
め，その旨を市長に届け出なければな
らない。届け出た事項を変更しようと
するときも，同様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例
第15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する
者が自動車等を駐車する場合におい
て、看板、放送、書面等により、当該
自動車等の原動機を停止すべきことを
周知しなければならない。

駐車場
70台（1761..15㎡）
第1駐車場26台525

第2駐車場44台1236.15

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台（事務室，食の工房）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第
3条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じ
た廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

10
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

71.4%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 14

徹底されている

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

285

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

62.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

460

徹底されている

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】
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環境活動報告シート　令和４年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

来館者への関心を高めるため，退室時の空調等の電源チェック表の記載や，環境に関するポスターなどを掲示する。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

環境政策課から配布されたクールビズやウォームビズ等のPDFデータを印刷し，館内に掲示した。来年度も引き続き実施する。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 3321

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 市民対話課

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施
・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。） （株）エイジェック　名古屋オフィス

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月13日

上半期提出日 令和4年10月14日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月5日

：上半期提出時に入力する箇所 　

該当なし

該当なし
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環境活動報告シート　令和４年度

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

6
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

75.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 8

徹底されている

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

222

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

31.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

717

徹底されている

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓
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環境活動報告シート　令和４年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

該当なし 該当なし ①実施済 該当なし

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境啓発ポスター等の窓口掲示やアンケートなどの印刷物により，鈴鹿エコモーション6の周知を行い，環境問題に対する市民の意識・関心を高める

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

クールビズやウォームビズのポスターを窓口・事務室内に掲示，アンケートの際にも，鈴鹿エコモーションの周知を行った。来年度も継続して取り組んでいきた
い。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

環境活動報告シート（令和4年度）
連絡先（内線・外線） 内線3339

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 戸籍住民課

凡例

Ⅰ 環境方針の伝達・携帯　※各職員による携帯・職場への掲示

・勤務時間・勤務形態に関係なく出勤している全所属員が対象

・所属の全職員及び指定管理者や業務委託事業者等への周知状況を入力してください。

・上半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

・下半期中に復帰または新たに雇用された職員に対して

Ⅱ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅲ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

4月15日 7月15日 10月14日 1月13日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

・原則として「上半期」に実施ですが，上半期に実施できない場合は，必ず「下半期」に実施してください。

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律（フロン排出抑制
法）　第16条により規定される第一種
特定製品の管理者の判断の基準となる
べき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品
の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時
におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが
必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境
の維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行う
までのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国へ
の報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類
充塡回収業者」に委託しなければならない。第一
種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発
注時に管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロ
ン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フ
ロン類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。ま
た、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書
の交付等が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） ２台（待合ロビー）

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

当初に全職員が携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） ○

指定管理者や業務委託業者　（※該当がある所属のみ業者名を記載してください。） 株式会社　エイジェック

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

携帯していることを確認（※病休，産休，育休等は除く） 該当なし

提出日

当初提出日 令和4年6月13日

上半期提出日 令和4年10月13日

：当初提出時に入力する箇所 下半期提出日 令和5年4月20日

：上半期提出時に入力する箇所 　
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変更点

Ⅳ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅴ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R４年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示され
ます。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R４年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R４年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R４年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R４年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

特定家庭用機器再商品化法（家電リサ
イクル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器
をなるべく長期間使用することによ
り、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑
制するよう努めるとともに、特定家庭
用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商
品化等が確実に実施されるよう、特定
家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬
をする者又は再商品化等をする者に適
切に引き渡し、その求めに応じ料金の
支払に応じることにより、これらの者
がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力しなければならない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エア
コンディショナー（ウィンド形エアコ
ンディショナー又は室内ユニットが壁
掛け形若しくは床置き形であるセパ
レート形エアコンディショナーに限
る。）、テレビジョン受信機（ブラウ
ン管式、液晶式（電源として一次電池
又は蓄電池を使用しないものに限り、
建築物に組み込むことができるように
設計したものを除く。）、プラズマ
式）、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電
気洗濯機・衣類乾燥機

液晶テレビ 待合ロビー1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R４年度
 作成枚数 → 0

【R４年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和４年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に対する市民の関心を高めるため，窓口に「鈴鹿エコモーション６」の看板を設置し，市民への周知を図る。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

窓口カウンターに「鈴鹿エコモーション６」の看板を１枚設置した。市民の方に「鈴鹿エコモーション６」を知っていただく機会を増やすという意味で，看板のさ
らなる増設を進めていきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上55%未満:「もう少し努力できる」　55％以上:「徹底されている」
　※55％：令和3年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R４年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を
含む物品を購入

した件数→

20
【R４年度】環境目標７に対する所属の結果

90.9%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R４年度に購
入した件数→ 22

徹底されている

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上21％未満:「もう少し努力できる」　21％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※21％：令和3年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

699

【R4年度】環境目標6に対する所属の結果

23.7%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

2948

徹底されている

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R4年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅲ） 非常訓練（Ⅳ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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